
三井住友トラストクラブ リワードプログラム利用規定 

 

■改定内容一覧 

2022年 1月 17日改定 

現行の

条番 

現行の

項番 

改定後 

の条番 

改定後 

の項番 
現行 改定後 

6 4 6 3 

コーポレートカードの場合、カー

ド使用者のカードに加算されたポ

イントを代表者に集約される場合

があります。 

ダイナースクラブ コーポレート

カードの場合、法人との取り決め

によって加算されるポイントを法

人(代表者または管理責任者含む)

に対して加算することがありま

す。 

- - 6 4 

(新設) ダイナースクラブ・コーポレート

カードのうち当社が認めたダイナ

ースクラブ コーポレートカード

については、加算されたポイント

を、当社の事前の承諾を受けて、

法人（代表者または管理責任者）

が指定するその他のダイナースク

ラブカードに合算できるものとし

ます。 

- - 6 5 

(新設) 第 3項および前項の場合、ダイナ

ースクラブ コーポレートカード

のポイントの合算は、当該コーポ

レートカードのカード使用者に限

定します。また、法人（代表者ま

たは管理責任者）の同意が必要と

なります。 

6 3 6 6 

当社から複数枚のカード貸与を受

けた場合、当社が貸与する複数枚

のカード間でのポイント合算はで

きないものとします。ただし、

前々項および前項の場合を除きま

す。 

当社から複数枚のダイナースクラ

ブカード貸与を受けた場合、当社

が貸与する複数枚のカード間での

ポイント合算はできないものとし

ます。ただし、本条に別途定めを

おいている場合を除きます。 

6 5 6 7 

5. TRUST CLUB カードの場合、

対象会員が当社から複数枚のカー

ド貸与を受けた場合、TRUST 

CLUBカード 間でのポイントを

合算することができるものとしま

す。 

7. TRUST CLUB カードの場合、

対象会員が当社から複数枚のカー

ド貸与を受けた場合、TRUST 

CLUBカード 間でのポイントを

合算することができるものとしま

す。 
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